
クチコミ販促 のしかけ 

お客様がお店のことを話したくなる！ 消費税率引き上げ
に備える！！ 

消費税軽減税率対策窓口相談等事業 

７/２３（月）『クチコミ販促セミナー』受講申込書 

＊本申込書にご記入いただいた情報は、本講座開催に係る各種連絡の他、当所主催のセミナー案内等に利用させていただきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＦＡＸ ０２４２‐２７‐１２０７                                       ※切り取らずに FAXしてください 
 
 

事業所名 
 

ＴＥＬ 
 

所在地  ＦＡＸ 
 

受講者氏名 

  
 

  
 

 

主  催    会津若松商工会議所・会津若松中小企業相談所 

■日  時  平成３０年 ７月 ２３日（月） １4：0０～１6：0０ 

■場  所  会津若松商工会議所 大会議室（会津若松市南千石町6-5） 

■受 講 料  無 料 

■定  員  ５０名 （先着順に受付します） 

■申込方法   下記申込書に必要事項をご記入の上、 
ＦＡＸまたはＴＥＬにて７月１８日（水）までにお申し込みください。 

■お問合せ    会津若松商工会議所経営サービス部  ＴＥＬ：０２４２-２７-１２１２ 

２０１９年１０月に消費税率が８％から１０％に引き上げられます。本講座では、消費税率引き上げに備えて中

小・小規模企業者の方を対象に、お金をかけずに伝える『クチコミ』という方法について、「運」ではなく、「仕掛け（話

材・ＨＯＴな気持ち・アイテム）」を提供して、お客さまがお店のことを自然に話してしまう状況をつくることにより、売

上を上げる方法などについて、ご説明いただきます。この機会に是非ご参加ください。 

■消費税・軽減税率制度の概要 
■お客さまを動かす！たった一つの考え方 
■クチコミ販促でしちゃいけないことって？ 
■お客さまがしゃべりだす２つの公式とは？ 
■クチコミを起こす具体的なしかけ 
■クチコミの正体って？ 

ｾﾐﾅｰ

内容 

講 師 
株式会社はぴっく「しかける販促マン」 

代表取締役 眞喜屋
ま き や

 実行
さねゆき

 氏 

現在は、販促企画屋として活動。飲食店・美容室・リラクゼーション店・整体院・スイーツショップ・卸売業などの販促活動をサポー

トしている。新規事業や新商品のコンセプトづくりから、販促企画、ツール作成、実践までお店と一緒に取り組み、より成果が出るよ

うPDCAを繰り返している。 

 

横浜国立大学経済学部を卒業後、食品スーパーのオーケー株式会社に入社、飲食

店中心のコンサルティング会社である株式会社リンク・ワンに転職し、居酒屋・

リサイクルショップ・豚料理屋・焼肉店の店長職を歴任する。新しいアイデアを

積極的に取り入れたことが評価され、3年連続で優秀社員賞を受賞する。 


